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取組について
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国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

【赤字解消・削減の取組】

○赤字解消・削減状況

H29年度決算状況

決算補填等目的の法定外繰入(単年度で赤字解消が困難）：1市町村

繰上充用：なし

○赤字解消計画の提出を求める

○市町村が行う国民健康保険事業の実施状況について、助言を行う

○国民健康保険財政安定化基金の貸付を実施

○国は国民健康保険特別会計において、解消・削減すべき「赤字」を「決算補填
等目的の法定外繰入」と「繰上充用金の増加分」を合わせたものとしていること
から、これらの解消・削減を図っていく必要がある。
○赤字が生じた市町村については、要因分析を行い、赤字解消・削減の計画を策
定する。単年度での赤字の解消が困難な場合は、５年程度の中期的目標を定める。
○給付増や保険料(税)収納不足により財源不足となった場合には、県及び市町村
に対し、貸付又は特別な事情が生じた場合に交付を行う。
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市町村における保険料(税)の標準的な算定方式

【標準的な算定方式】

○算定方式の平準化を図る

○標準的な保険料(税)の算定方式は、従前の市町村の広域化を推進する指針であ
る山梨県国民健康保険広域化等支援方針（以下「広域化等支援方針」という。）
を踏まえ、算定方式の平準化を視野に入れ、実現可能な所得割、均等割、平等割
の３方式とする。

H29年度 H30年度 R元年度

３方式 ６市町 １３市町村 １８市町村

４方式 ２１市町村 １４市町村 ９市町村
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市町村における保険料(税)の徴収の適正な実施

【収納対策】

○収納担当職員に対する研修会の実施

H30.７ 研修会実施

R1.7 研修会実施

○収納率の状況

○安定的な財政運営を継続し、被保険者の負担の公平性の観点から、市町村が収
納率を向上させ、保険料(税)を確実に徴収することができるよう、その徴収事務
の適正な実施のため取り組んでいく。
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現年度の収納率 H28年度 H29年度

全国 市町村 ９１．９２％ ９２．４５％

山梨県

市町村 ９３．８１％(１４位） ９４．４４％（１２位）

最大 １００％ １００％

最小 ９１．１０％ ９１．６３％



市町村における保険給付の適正な実施

【レセプト点検の充実強化】

○市町村への集団指導

○保険医療機関等への指導

【第三者求償の取組強化】

○市町村職員を対象にした研修会の実施（H30.11,R1.11予定）

※参考

（国保連合会第三者行為

損害賠償求償事務

共同処理事業件数）
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○保険給付の実務が法令に基づく統一的なルールに従って確実に行われ、必要な
者に必要な保険給付が着実になされるようにするために取り組んでいく。

年度 収納件数

28 391件

29 355件

30 559件



医療費の適正化の取組

【糖尿病性腎症重症化予防への取組】
○山梨県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定（H30.10）

○関係機関との連携協定締結（H30.11）

○データ分析及び研修会の実施（R1）

【特定健康診査・特定保健指導に関する取組】
○受診率向上に向けた研修会の実施（H30  R1）

○ナッジ理論等の情報提供（R1)

【医療費等のデータを活用した取組】
○やまなしデータdeヘルス事業（R1）

○医療データ等分析事業（R1）

【保険者努力支援制度に対する取組】
○市町村に対する研修会の実施（R1.8）
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○医療費の適正化を図り、国民健康保険財政の基盤を強化していく。
○県は市町村が取組を実施するに当たって、より効果的に実施できるように、取
組の進んでいる市町村の事例の情報提供等を通じた好事例の横展開や、定期的・
計画的な助言等の支援を行っていく。

事業内容については、議事（２）で説明



市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

【県が実施する事業】

○収納担当職員に対する研修会の実施

→ H30.7、R1.7実施 講演会及びグループワーク

○各種広報事業

（外国人の保険料(税)収納率向上のためのチラシの作成等）

→ R1 国民保険制度や保険料(税)に関する英語版のチラシを作成

市町村に提供予定

○特定健康診査情報提供契約(かかりつけ医からの診療情報の提供）の推進

→ H30及びR1 契約締結（市町村と山梨県医師会）

○事務処理マニュアルの作成

→ 来年度以降検討予定
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○市町村が担う事務について、市町村の事務の広域化・効率化を推進していく。
○県は広域的な観点から､事務の効率化に資する次のような取組を進めていく。


